
こんな心配ごと はありませんか？
・ 学校に行きたくないなぁ。。。 学校へ行くためには、どうしたらいいの。。。
・ 自分のペースで学習するところはないかな。。。
・ 友達関係で悩んでいるけど、どうしたらいいのかなぁ。。。
・ 勉強したいけど、塾代が心配だな。。。

養父市ほっとステーション

k u k u n a
木 漏 れ 日 が キ ラ キ ラ 輝 く 暖 か な 場 所

養父市ほっとステーション kukuna では、様々な悩みをもつ子どもたちの相

談や学校生活に関しての保護者の方々の相談に応じています。

「どうしたらいいのかな。。。 誰かに相談したいな。。。」
１人で悩まずに お気軽にお越しください。

電 話 ：079-661-9019

ク ク ナ



相談室
相 談 日：月曜日～土曜日(日曜・祝日、12/2９～1/3は休み)

午前８時00分から午後5時00分まで
※土曜日は予約のみ。あらかじめご連絡（電話079-661-9019）ください。

相談方法： 電話相談、来所相談
対 象 者: 小中学生及びその家族

・ kukunaの職員が、電話や対面でお話をお聞きします。
・ 子どもに関わるあらゆるご相談をお聞きしますが、内容によっては必要に応
じて、市役所の関係窓口や専門職員等への取り次ぎを行う場合もあります。
・ 相談内容については、秘密を厳守します。

相 談 内容
・不登校について
・いじめについて
・虐待について
・家での生活について
・勉強について
・就学援助費について
・その他

サポート室
開 催 日： 月曜日～金曜日(土曜・日曜・祝日、12/2９～1/3は休み)

午前９時00分から午後3時30分まで
対 象 者： 登校できない状態にある小中学生
料 金： 無 料

・ 様々な理由で登校できない状態にある小中学生に「サポート室」を開催してい
ます。
・ 教員免許を所有する支援員が学習・生活支援を行います。（支援員は常時３名配
置しています。）
・ 家や学校以外の第三の居場所として、子どもたちに居心地の良い場を提供し、学
校とは異なった環境の中で、集団生活の楽しさを味わいながら、様々な活動を通し
て、達成感や自己肯定感などを高め、将来の自立に向けた支援を行います。
・ 就学援助費を受給している家庭やひとり親家庭の小中学生も利用できます。

利用の
手続き

①保護者の方はサポート室又は
児童生徒が在籍する学校へ学
校生活について相談します。

②相談後、利用を希望される保護
者及び児童生徒は、サポート室を
見学のうえ利用申込を行います。

➂利用を希望する児童生徒の在
籍する学校に、本児童生徒の
サポート室利用に関する照会

を行います。

④児童生徒の在籍する学校から
の照会結果に基づき、サポート

室の利用の可否を決定します。

⑤サポート室の利用について決定した
場合は、決定通知を交付します。
決定後、サポート室をご利用いただ
けます。

土曜学
習教室

開 催 日： 令和５年６月10日から令和６年3月23日までの毎週土曜日
午前９時45分から午前11時15分まで
※9月23日（土）と12月30日（土）は、お休みです。

対 象 者： 養父市内の小学４～6年生と中学生
料 金： 無 料 ※ただし保険料は保護者負担となります。
申込方法 :  希望する児童生徒は、養父市教育委員会こども学び課

（電話079-664-1627）に直接お申込みください。

・ 子どもたちの学びたい意欲や夢に向かって頑張ろうとする意欲をより高めていくた
め、誰もが無料で通うことができます。

・ 芸術文化観光専門職大学等の学生さんが講師となり、各自で用意した教材（学
校で使用している教材も可）で自学自習をします。

養父市ほっとステーションkukuna
お問い合わせ先 〒667-0101 兵庫県養父市広谷297番地1

電話：079-661-9019 ＦＡＸ：079-661-9048
メール：cdyu94183@office.eonet.ne.jp

一日のスケジュール(例)

ク ク ナ


